
平
成
十
年
十
一
月
二
十
七
日
受
領 

答

弁

第

二

五

号 

      

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
司
法
書
士
と
規
制
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
三
第
二
五
号 

平
成
十
年
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一
月
二
十
七
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一 
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内
閣
総
理
大
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三 

 

一 

 



 

一
の
2
に
つ
い
て 

一
の
1
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

法
務
省
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
司
法
書
士
の
業
務
独
占
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
権
利
の
保
全
及
び
登
記
事
務
等
の
適

正
な
運
営
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
考
え
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
右
閣
議
決
定
の

趣
旨
を
も
踏
ま
え
、
更
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

政
府
は
、
司
法
書
士
を
含
む
公
的
資
格
制
度
に
つ
い
て
、
本
年
三
月
三
十
一
日
に
閣
議
決
定
を
行
っ
た
。
「
規
制
緩
和
推 

 

進
三
か
年
計
画
」
に
お
い
て
、
業
務
独
占
規
定
、
資
格
要
件
、
業
務
範
囲
等
の
在
り
方
を
含
め
、
人
々
の
意
欲
、
能
力
を
有

効
に
生
か
す
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
十
五
条
第
六
号
は
、
各
司
法
書
士
会
の
会
則
に
司
法
書
士
の
報

酬
に
関
す
る
規
定
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
同
規
定
を
受
け
、
各
司
法
書
士
会
の
会
則
に
は
、 

司
法
書
士
試
験
制
度
の
改
正
は
、
検
討
し
て
い
な
い
。 

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
司
法
書
士
と
規
制
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

司
法
書
士
法
は
、
司
法
書
士
の
報
酬
に
関
す
る
規
定
を
各
司
法
書
士
会
の
会
則
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
（
第
十
五 

 

条
）
、
そ
の
制
定
又
は
変
更
を
法
務
大
臣
の
認
可
に
係
ら
し
め
て
い
る
（
第
十
五
条
の
二
）
が
、
こ
れ
は
、
公
共
的
な
性
格 

 
 

を
有
す
る
司
法
書
士
の
報
酬
額
に
つ
い
て
、
適
正
な
基
準
を
設
け
、
同
基
準
を
司
法
書
士
の
事
務
所
に
掲
示
さ
せ
る
こ
と 

（
司
法
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
法
務
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
七
条
）
に
よ
り
、
国
民
が
安
心
し
て
司
法
書
士

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
務
省
に
お
い
て
は
、
こ
の
考
え
方
を
変
更 

「
司
法
書
士
報
酬
規
定
」
と
題
す
る
報
酬
額
基
準
表
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
、
確
定
額
と
し
て
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
個
々
の
司
法
書
士
が
報
酬
額
を
決
め
る
際
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
限
り
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
上
問
題
に
な
ら 

 
 

な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

各
司
法
書
士
会
の
会
則
が
改
正
さ
れ
、
会
則
中
の
司
法
書
士
の
報
酬
に
関
す
る
規
定
が
基
準
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
同
規
定
の
よ
り
適
正
な
運
用
が
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



 

三
の
2
に
つ
い
て 

三
の
1
に
つ
い
て 

二
の
4
に
つ
い
て 

法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
「
司
法
書
士
報
酬
額
基
準
」
は
、
個
々
の
司
法
書
士
が
報
酬
額
を
決
め
る
際
の
基
準
に
つ
い

て
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
限
り
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
に
な
ら
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

司
法
書
士
が
訴
訟
当
事
者
の
依
頼
に
基
づ
き
裁
判
所
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
司
法
書
士
法
第
二
条
第
一

項
第
二
号
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
司
法
書
士
の
業
務
で
あ
る
。
簡
易
裁
判
所
に
係
属
す
る
少
額
の
訴
訟
事
件
の
多
く
に
つ

い
て
、
司
法
書
士
が
訴
状
、
準
備
書
面
等
を
作
成
し
て
い
る
事
実
は
、
司
法
書
士
制
度
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一
般
的
な
法
律
相
談
業
務
を
司
法
書
士
の
業
務
と
し
て
法
律
上
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
法
書
士
の
資
格
要
件
、

規
律
等
を
考
慮
し
、
当
事
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
利
益
の
保
護
、
法
律
生
活
の
公
正
か
つ
円
滑
な
営
み
の
確
保
等
の
要 

五 

 



 

三
の
5
に
つ
い
て 

三
の
4
に
つ
い
て 

三
の
3
に
つ
い
て 

司
法
書
士
法
第
二
条
は
、
司
法
書
士
が
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
司
法
書
士
の
業
務
と
し
て
明
記
し
て
は
い
な
い
が
、
司
法

書
士
が
同
条
に
規
定
す
る
司
法
書
士
の
業
務
に
関
連
し
て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
は
、
一
般
に
当
該
業
務
の
範
囲
を
越
え
る
も

の
で
は
な
く
、
同
法
第
十
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

請
を
踏
ま
え
た
上
で
、
国
民
的
見
地
に
立
ち
な
が
ら
、
慎
重
か
つ
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
基
づ
く
訴
訟
代
理
人
の
許
可
は
、
簡
易
裁

判
所
に
お
い
て
そ
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

民
事
訴
訟
法
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
は
、
簡
易
裁
判
所
の
個
別
の
許
可
に
よ
っ
て
、
弁
護
士
以
外
の
者
を
訴
訟
代

理
人
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
司
法
書
士
は
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
越
え
て
他
人
間
の
訴
訟
に
関
与
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
司
法
書
士
法
第
十
条
）
等
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
代
理
人
に
な
る
こ
と
は
で
き 

六 

 



 

三
の
6
に
つ
い
て 

こ
の
よ
う
な
弁
護
士
の
地
域
的
偏
在
の
解
消
を
含
め
、
司
法
を
よ
り
国
民
に
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ

れ
を
担
う
法
曹
の
人
口
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
負
託
に
こ
た
え
得
る
法
曹
と
し
て
の
水
準

を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
曹
の
質
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後
と
も
、
こ
の

法
曹
人
口
の
増
加
の
問
題
に
つ
き
、
そ
の
数
及
び
質
の
両
面
に
お
い
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
つ
い
て
代
理
す
る
こ
と
を
司
法
書
士
の
業
務
と
し
て
法
律
上
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

は
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
司
法
書
士
の
資
格
要
件
、
規
律
等
に
か
ん
が
み
、
種
々
の
観
点
か
ら
、
慎
重
な
検
討

を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
に
、
国
民
の
司
法
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
弁
護
士
の
地
域
的
偏

在
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
司
法
書
士
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
広
く
存
在
し
地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
行
い
得
る
と
い
う
特
性
を
生
か
し
、

司
法
を
よ
り
国
民
に
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
隣
接
専
門
職
種
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
十 

七 

 



 

 

八 

分
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

独
立
行
政
法
人
化
の
対
象
と
な
る
事
務
及
び
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
年
法
律
第

百
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
か
つ
、
行
政
改
革
会
議
の
最
終
報
告
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
中
央
省
庁
等
改
革
に
係
る
立
案

方
針
に
沿
っ
て
、
登
記
、
供
託
業
務
を
含
め
、
幅
広
く
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


